
秋田市市民生活部　中央市民サービスセンター

未来の公共を
みんなでつくりだそう

秋田市市民協働指針 概要版

　秋田市では、市民、NPO、教育機関、企業、行政等が、それぞれの長所を生かして効果的に連携し、秋
田市の明るい未来を創造する市民協働と地域住民が主体となって地域の特性を生かした個性的で魅力的な秋
田市を形成していく都市内地域分権を両輪として、これまでの市民協働の定義を拡大し、未来の公共をみんな
で一緒につくりだすための具体的なアクションを起こすことを提案します。

指針の
目指す方向

秋田市
平成30年2月

1	 参加から参画へ
	 市政や公共的活動への参加者が円滑に参画者に変われる環境づくり

2	 市民活動団体への支援拡充
	 市民活動団体の運営体制強化に向けた支援拡充

3	 地域づくり組織を核とした住民主体のまちづくりの実践
	 住民主体の特色あるまちづくりを進めるための取組の実践

4	 新しい公共※1の推進
	 新しい公共を推進するための市民協働の実践

5	 市民活動を取り巻く環境変化への対応
	 NPO法人や企業の社会貢献活動に関する期待が高まっている流れへの対応

東部市民サービスセンター
　所在地　	〒010-0041	秋田市広面字釣瓶町13番地3
　電　話　	018-853-1039
　E-mail　	ro-sces@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/sc/es/default.htm

西部市民サービスセンター
　所在地　	〒010-1637	秋田市新屋扇町13番34号
　電　話　	018-888-8080
　E-mail　	ro-scws@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/sc/ws/default.htm

南部市民サービスセンター
　所在地　	〒010-1424	秋田市御野場一丁目5番1号
　電　話　	018-838-1212
　E-mail　	ro-scst@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/sc/st/default.htm

北部市民サービスセンター
　所在地　	〒011-0945	秋田市土崎港西五丁目3番1号
　電　話　	018-845-2261
　E-mail　	ro-scnt@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/sc/nt/default.htm

中央市民サービスセンター
　所在地　	〒010-8560	秋田市山王一丁目1番1号
　電　話　	018-888-5640
　E-mail　	ro-copr@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/default.htm

河辺市民サービスセンター
　所在地　	〒019-2692	秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地２
　電　話　	018-882-5221
　E-mail　	ro-sckb@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/kawabe/default.htm

雄和市民サービスセンター
　所在地　	〒010-1223	秋田市雄和妙法字上大部48番地1
　電　話　	018-886-5511
　E-mail　	ro-scyw@city.akita.lg.jp
　Ｈ　Ｐ　	http://www.city.akita.akita.jp/city/yuwa/default.htm

秋田市市民交流サロン
　所在地　	〒010-8506	秋田市東通仲町4番1号アルヴェ3階
　電　話　	018-887-5312
　Ｈ　Ｐ　	http://www.alve.jp/pages/salon
　Ｆ　Ｂ　	http://fb.me/akitacitysalon

市民協働・都市内地域分権の拠点施設

ホームページ フェイスブック

用語解説
※1「新しい公共」	 	　「官」だけでなく、市民の参加と選択のもとで、NPOや企業等が積極的に公共的な財・サービスの提案及び提供主体とな

り、医療・福祉、教育、子育て、まちづくり、学術・文化、環境、雇用、国際協力、防災等の身近な分野において共助の精神で行
う仕組み、体制、活動など。（内閣府「新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン」）

※2「つむぎすと講座」	 	　市と市民活動団体等を結ぶ人材を養成する講座。市民と市職員がともに学び、協働に欠かせない「つながり」を育む力を
身につける。

※3「市民協働ミーティング」	 		　市、市民、市民活動団体、地域活動団体、社会貢献活動を行う企業等の多様な主体と主体間の関係をつむぐ役割を担う
人材が、一堂に会して交流をはかり、顔の見える関係性を築く場である。

※4「協働サポート交付金」	 	　地域課題や社会的課題の解決を目指し、秋田市と協働で事業を実施する市民活動団体等の優れた提案に、秋田市協働
サポート交付金を交付する事業。
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チャレンジ 〜自分ごととして考え、やってみよう〜
●市民サービスセンター、市民交流サロンの利用
●	セミナー、講座、市民サービスセンターまつり、市民活動フェスタ等への参加

　行政サービスの範囲内で市民と市が共通の目的を達成するために、協力して働く市民協働に加え、公共を多様な主体の一員と
して支える市民協働にも取り組み、一人ひとりに居場所と出番があり、人の役に立つ幸せを大切にする社会の実現を目指します。

みんなで公共を支えるよう、市民協働を拡大

基本指針に応じた市と市民の役割

●市民活動への参画

●	市民活動を実践し、地域・社会課題の解決、地域活性化、法人化に向けた活動

●地域愛形成事業、県・国交付金、コミュニティビジネス等へのチャレンジ
●市民協働のマニュアルの活用

●	市職員との合同のつむぎすと講座※2への参加

●地域まちづくり計画策定のためのワークショップへの参加
●地域づくり組織等と連携し、事業を実施

●	市民協働ミーティング※3で多様なセクターと連携

●	協働サポート交付金※4事業の実施

市民の役割
◦事業紹介のためブースを出展
◦他の団体との交流
◦仲間を増やすためPR

市民の役割
◦	市民が主体的に行う事業を提案
し、実施

市民の役割
◦	行政と市民活動等との違いを理
解し、多様な主体との連携を促進

市民の役割
◦	他の市民活動団体等と情報交換
をしながら顔の見える関係性を
築く

市民の役割
◦	市との協働事業を提案し、市と協
働で事業を実施

市の役割
◦つむぎすと講座を企画、運営

市の役割
◦	市民協働ミーティングを企画、運営

市の役割
◦	協働事業の募集、相談、採択、協
働で事業実施

市の役割
◦	イベントの企画・運営を通じ、市
民活動の活性化をはかる

市の役割
◦	事業の募集、相談、採択

地域特性を生かした魅力的な未来のまちづくり

計画PLAN 実行Do

改善ACT 評価CHECK

市民と市が白紙から話し合い、まちづくり計画を作成

課題の掘り起こし、
計画の見直し

計画した事業を実施

実施状況を
ホームページなどで公表

行政サービスの提供範囲での市
民協働に加え、公共を多様な主体
の一員として支える市民協働にも
取り組みます！

ステップアップ 〜活動をレベルアップし、公共サービスの担い手になろう〜
●市民サービスセンター職員、市民交流サロンアドバイザーへの相談
●	地域づくり交付金を活用し事業を実践

市民主体
例）地域づくり交付金
地域愛形成事業等

地域づくり
組織

市民サービス
センター

市民協働
例）協働サポート交付金等

行政主体
例）陳情・要望等

市民活動フェスタの例

つむぎすと講座の例

市民協働ミーティングの例

協働サポート交付金の例

地域づくり交付金の例

パートナーシップ 〜未来の公共を秋田市とともに創りだそう〜

未来をつくる市民協働事業の実践


